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【参考①】相続未登記問題：相続権者が膨⼤な数に

被相続⼈
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【第２順位】直系尊属

【第3順位】傍系卑属
※代襲は甥姪まで

【第1順位】直系卑属
※代襲は永遠

※常に相続⼈（他と同等）

※代襲相続：相続⼈が死亡している場合、その直系
卑属に相続権が引き継がれる。

姪孫（てっそん）

相続の範囲と
相続順位
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（出典：国交省 ⼟地政策の新たな⽅向性2016 報告書参考資料）

【参考②】

※全国の筆数は約1億8千万筆（平成27年度固定資産概要調書）、これらの約15％
（2700万筆）が追跡調査要。
⼟地所有者は全国で約4千万⼈（⼀⼈⼀筆以上所有、市町村ごとに名寄せ、平成22年）。
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2 先⾏研究のまとめ

Copyright 2017 Fujitsu Research Institute

 ⺠法：総則、財産法(債権法、物権法)、家族法(親族法、相続法)
 ⼟地所有に関する歴史や法的背景・根拠、⼟地所有者不明の要因となる法理論を解説
 物権法
 登記と実態の乖離問題、所

有権放棄の問題などに関⼼
 ⼟地所有者不明問題への解

決策には直接触れず

 家族法
 近年、⼟地所有者不明が相続で⼤き

な問題に
 登記簿と⼾籍が「実質的公信⼒」を担

保。遺⾔の激増でこの仕組みが崩壊

批判

法律学者

 国交省
 問題意識はあるが、

法律問題には触れず

国
 新たな⼟地法制の

必要性を訴え

⺠間研究者

 先⾏研究における課題
 ⼟地所有者に関する情報の流れとその影響範囲、およびデータ活⽤についての全体像を捉

えておらず、⼟地所有者の把握においてマイナンバー（および法⼈番号）という新たな情報
基盤の活⽤について何ら触れていない。

 新たな⼟地法制の整備という政策提⾔が実⾏されない（実⾏できない）理由について、強
い所有権や⺠⺠問題への不介⼊などが⾔われているが、その法的な課題を掘り下げ、実⾏
させる⽅策を追及していない。

法務省
 ⺠⺠問題には介

⼊せず
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法務局
不動産登記簿

都道府県

市町村

固定資産課税台帳

林地所有者台帳
（→ 林地台帳）

3 不動産情報(⼟地所有者情報)の流れ

不動産登記
システム

固定資産税
システム

森林簿

農地台帳
システム

森林簿
システム

全国農地ナビ

全国農地ナビ

届出書

森林クラウド

森林クラウド

※現状の森林クラウドは森林簿シス
テム標準化のためのプロトタイプであり、
農地ナビのように全国を統合したシス
テムではない。

市町村の各部局、農家・農業
事業体、林業事業体、⺠間の
開発会社は独⾃に⼟地所有
者を探さなくてはならない。

※⼟地所有者情
報の⼤元である不
動産登記簿の情
報が最新状態に
保持されていない

(台帳システム)

(地籍調査担当課)
(公共⽤地担当)

農地台帳
（農業委員会）

法14条
地図
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⼟地所有者不明による具体的な問題

（東京財団：国⼟資源保全プロジェクト「⼟地の『所有者不明化』〜⾃治体アンケートが⽰す問題の実態〜」2016年3⽉）

【参考③】⾃治体固定資産税業務
 63％の⾃治体が⼟地所有者不明による問題があると回答。
 ただし、固定資産税に着⽬したアンケートのため、固定資産税担当部署以外の問

題については触れていない。
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【参考④】開発事業
 ⺠間の開発では、⺠間が⼟地の所有権を取得

 開発に伴って地権者を探す作業が煩雑、という話は良くある。
※東京六本⽊ヒルズの再開発では⼟地買収のための境界線確定に4年半が費やされた。

 地⽅では、原野商法の後遺症で新たな問題が発⽣。
※原野商法：1960〜80年代に横⾏した詐欺的商法で、ほとんど価値のない原野を別荘あるい
は投機⽬的で売りつける商法。細切れの分筆登記がなされ、⼟地の所有権は分散されている。

A

B

C

D

E

F

原野商法で販売された⼟地
※無価値のため相続未登記

新たに開発
する⼟地

※A~Fの
同意・承諾
が必要

A

B

C

D

E

F

新たに開
発する
⼟地

Ｇ

隣地承諾が困難な場合は、苦⾁
の策として、Ｇを分筆登記。
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